
 

令和５年度秋田市内部統制評価報告書 

 

 

秋田市長 穂 積  志は、地方自治法第１５０条第４項の規定による評価を行

い、同項に規定する報告書を次のとおり作成しました。 

 

１ 内部統制の整備および運用に関する事項 

秋田市長 穂 積  志は、秋田市の内部統制の整備および運用に責任を有し

ており、本市においては「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイ

ドライン」（平成３１年３月総務省公表。以下「ガイドライン」という。）に基

づき、「秋田市内部統制に関する方針」（令和３年４月３０日）を策定し、当該

方針に基づき財務に関する事務に係る内部統制体制の整備および運用を行ってい

ます。 

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となっ

て機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものでありま

す。 

 

２ 評価手続 

秋田市においては、令和５年度を評価対象期間とし、令和６年３月３１日を評

価基準日として、ガイドラインの「Ⅳ 内部統制評価報告書の作成」に基づき、財

務に関する事務に係る内部統制の評価を実施しました。 

 

３ 評価結果 

上記評価手続のとおり、ガイドラインに規定する評価作業を実施した結果、評

価対象期間中の運用上の重大な不備を把握したため、秋田市の財務に関する事務

に係る内部統制は評価対象期間において有効に運用されていないと判断しまし

た。 

 

４ 不備の是正に関する事項 

当該運用上の重大な不備があった事案については、それぞれ次のとおり是正し

ました。 

 (1) 生活保護費の障害者加算認定誤り 

会計検査院の実地検査において、生活保護費障害者加算の認定方法を確認す

るよう指示を受け、その後の関係機関への確認により、年金受給権の確認不足

に伴う認定誤りがあることが判明しました。 

本件は、障害者加算の認定要件に係る職員の認識が誤っていたことから発生

したものであり、再発防止に向け、法制度に関する知識の習得・向上のための

外部講師等による定期的な研修を行うとともに、障害者加算の認定に係るチェ
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ックリストを作成し、認定要件の適正な確認を徹底するなどの是正策を講じま

した。 

(2) 消防団員に交付する源泉徴収票の記載内容誤り 

他市町村で同様の誤りが発生したことを受けて行った調査により、消防団員に

交付した源泉徴収票の支払金額欄に誤って非課税対象額を含めた金額を記載し

ていたことが判明しました。 

本件は、当該事務処理に係る職員の認識不足のために発生したものであり、再

発防止に向け、事務の手順や留意点を示したマニュアルを整備するととも

に、担当者研修の実施により、適正な認識を徹底するなどの是正策を講じまし

た。 

(3) 介護保険料の遡及賦課誤り 

介護保険料を取り扱うシステムについて、特別徴収の遡及賦課に関する起算日

の設定を誤っていたことが判明しました。 

本件は、介護保険法改正に伴うシステム改修を行った際の設定が誤っていたこ

とから発生したものであり、再発防止に向け、システム改修を担当する職員に対

して制度理解のさらなる徹底を図るとともに、開発委託業者から提出されるシス

テム要件定義書の確認作業を強化するなどの是正策を講じました。 

(4) 障がい者相談支援等事業の委託料非課税誤り 

障がい者相談支援等事業の委託料について、誤って消費税を非課税として取り

扱っていたことが判明しました。 

本件は、当該委託事業が消費税の非課税取引となる社会福祉法上の社会福祉事

業に該当すると誤って認識していたことから発生したものであり、他に取扱いが

誤っていないか全庁一斉点検により確認を行ったほか、再発防止に向け、事業実

施の際は関係法令等、根拠の確認を徹底するなどの是正策を講じました。 

 

上記４件については、事案の概要、影響、原因、是正の内容を全ての部局で情報

共有するとともに、同様のリスクを含む業務を所管している場合には、あらためて

業務マニュアルの点検・見直しを実施するなど再発防止に取り組んでいます。 

 

 

令和６年５月８日 

秋田市長 穂 積   志    
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附属資料 

 

令和５年度秋田市内部統制評価報告書に係る附属資料 
 

１ 評価対象期間 

  令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

 

２ 評価概要１ 

 (1) 次の区分について、取組状況に不備がないかを評価した。 

  ア 全庁的な内部統制 

「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」（平成 

３１年３月総務省公表。以下「ガイドライン」という。）に掲げられた評価項

目に対応する全庁的な内部統制の整備・運用状況を確認・評価 

（総務部総務課） 

  イ 業務レベルの内部統制 

    「課所室共通リスク」および「課所室所管業務に係るリスク」を回避・軽減

する取組の状況を確認・評価 

(ｱ) 課所室共通リスク 

  ①担当における点検（各担当者） 

②課所室における点検・評価（リスクマネージャー） 

③部局における点検・評価（統括リスクマネージャー） 

④独立的評価および是正（総務部総務課） 

(ｲ) 課所室所管業務に係るリスク 

     上記(ｱ)のとおり 

 

 (2) 上記(1)で不備があった場合には、ガイドラインに基づき「整備上の不備」又

は「運用上の不備」の別を確認したほか、経済的・社会的な影響度を考慮の

上、それが重大な不備に該当するかを確認し、内部統制の有効性を評価した。 

（総務部総務課） 

整備上の不備（例） 

・リスク対応策を業務マニュアルに反映させていなかったため、業務ミス

が発生する可能性が高い状態となっている。 

運用上の不備（例） 

・リスク対応策を業務マニュアルに反映させていたが、業務マニュアルど

おりに事務処理を行わなかったため、結果として業務ミスが発生した。 

                                                                             
１ 委員会等市長以外の執行機関および上下水道局は、地方自治法に基づく内部統制に関する方針の策

定および体制の整備等の直接の対象とはなっていないが、市長が策定した「秋田市内部統制に関す

る方針」を準用し、自主的な取組として内部統制を推進している。 
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附属資料 

 

 

３ 評価結果 

(1) 「全庁的な内部統制」に関する取組については不備がないこと 

(2) 「課所室共通リスク」に関する取組については、１２６件の不備があり、次の

４件について運用上の重大な不備が認められた 

ア 生活保護費の障害者加算認定誤り 

イ 消防団員に交付する源泉徴収票の記載内容誤り 

 ウ 介護保険料の遡及賦課誤り 

 エ 障がい者相談支援等事業の委託料非課税誤り 

(3) 「課所室所管業務に係るリスク」に関する取組については、７件の不備があっ 

たが重大な不備に該当するものではないこと 

 

以上のことから、令和５年度における本市の内部統制は有効に運用されていない

と判断した。 

 なお、全ての不備については、令和５年度内に是正した。 

 

（評価結果の内訳） 

 
 

 

 ※委員会等市長以外の執行機関および上下水道局における内部統制の取組状況につ

いては、別紙４（参考）を参照 

整備上 運用上 整備上 運用上

28 0 0 0 0 0 有効

(2) 業務レベルの内部統制

ア 課所室共通リスク
 （評価の詳細は別紙２を参照）

2,359 126 79 47 0 4
有効

ではない

イ 課所室所管業務に係るリスク
 （評価の詳細は別紙３を参照）

222 7 7 0 0 0 有効

内部統制の
有効性

(1) 全庁的な内部統制
  （評価の詳細は別紙１を参照）

区分
評価
件数

不備の
件数

不備の内訳 内、重大な不備
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別紙１ 

 

全庁的な内部統制に係る評価結果 
 

 

全庁的な内部統制について評価した結果、評価項目に対応する規定や指針等が

整備され、適切に運用されていると判断した。 

 

〔評価項目および評価〕 

基本的

要素 

評価の基本的

な考え方 
評価項目 運用状況 

統制状況を示す

主な規定、指針等 
評価 

統 制 

環 境 

1 長は、誠実

性と倫理観に

対する姿勢を

表 明し て い る

か。 

1-1 長は、地方公

共団体が事務を適

正に管理および執

行する上で、誠実

性と倫理観が重要

であることを、自ら

の指示、行動およ

び態度で示してい

るか。 

・秋田市内部統制に関する方

針を策定し、コンプライアンス

の重要性を明確化しているほ

か、「コンプライアンス強化期

間」を設定し、コンプライアン

スおよび適正な事務処理の

徹底を指示している。（令和5

年3月～4月、8月） 

・職員の綱紀の保持等に関

する通知を発出し、公務員倫

理の保持等について周知を

図っている。 

・秋田市内部統制

に関する方針 

・コンプライアンス

強化期間の実施に

ついて（通知） 

・綱紀の保持等に

ついて（通知） 

整備上、 

運用上の

不備なし 

  
1-2 長は、自らが

組織に求める誠実

性と倫理観を職員

の行動および意思

決定の指針となる

具体的な行動基準

等として定め、職員

お よ び 外部委託

先、ならびに、住民

等の理解を促進し

ているか。 

・秋田市内部統制に関する方

針に、業務に係る法令等の遵

守を明記しており、適正な業

務執行を確保するため、リス

クを分析・評価し、その対応

策を実施する体制を整備して

いる。また、この方針は外部

委託先や住民等に向け、ホ

ームページに掲載している。 

・職員と事業者等との間にお

ける行動基準等をガイドライ

ンとして整備し、適切な契約

事務の執行を図るよう職員へ

の周知を図っている。 

・秋田市内部統制

に関する方針 

・発注事務にかか

る綱紀保持ガイド

ライン 

整備上、 

運用上の

不備なし 

  
1-3 長は、行動基

準等の遵守状況に

係る評価プロセス

を定め、職員等が

逸 脱 し た 場 合 に

は、適時にそれを

把握し、適切に是

正措置を講じてい

るか。 

・リスク管理上求められる職員

の 役 割 を 明 記 す る と と も

に、定期的に業務に係るリス

ク を 評 価 し 、 対 応 策 の 検

討、見直しするプロセスを整

備している。 

・不適正な事務処理等に係る

報告体制や情報共有の手続

を定めており、適時にその内

容を把握し、発生原因や再発

防止策等を全庁的に共有し

ている。 

・秋田市内部統制

に関する方針 

・秋田市内部統制

に関する実施要領 

整備上、 

運用上の

不備なし 

-5-



別紙１ 

基本的

要素 

評価の基本的

な考え方 
評価項目 運用状況 

統制状況を示す

主な規定、指針等 
評価 

 
2 長は、内部

統制の目的を

達成するに当

た り 、 組 織 構

造、 報告経路

および適切な

権限と責任を確

立しているか。 

2-1 長は、内部統

制の目的を達成す

るために適切な組

織構造について検

討を行っているか。 

・内部統制について、実務的

な責任者（副市長）、推進部

局（能力開発委員会）、評価

部局（総務部）、部局等の責

任者を設置し、役割を明確化

している。また、組織機構に

ついて、各部局および課所

室の分掌事務、部局長や課

所室長などの権限を明確化し

ているほか、毎年度、組織上

の課題を集約し、検討を行っ

ている。 

・秋田市内部統制

に関する方針 

・秋田市内部統制

に関する実施要領 

・秋田市部設置条

例 

・秋田市行政組織

規則 

・秋田市事務決裁

規程 

整備上、 

運用上の

不備なし 

  
2-2 長は、内部統

制の目的を達成す

るため、職員、部

署および各種の会

議 体 等 に つ い

て、それぞれの役

割、責任および権

限を 明確に 設定

し、適時に見直し

を図っているか。 

・内部統制の整備状況および

運用状況に不備があった場

合や、監査委員からの指摘等

を踏まえ、必要な見直しを実

施することとしている。 

・毎年度、各部局および課所

室における組織上の課題を

集約し、検討のうえ、適時に

見直しを図っている。 

・上記2-1の運用状況のとおり

実施している。 

同上 整備上、 

運用上の

不備なし 

 
3 長は、内部

統制の目的を

達成するに当

たり、適切な人

事管理および

教育研修を行

っているか。 

3-1 長は、内部統

制の目的を達成す

るために、必要な

能力を有する人材

を確保および配置

し、適切な指導や

研修等により能力

を引き出すことを

支援しているか。 

・能力開発委員会（委員長：

副市長、副委員長：総務部

長、委員：各部局次長等）に

おいて、全庁的に内部統制

を推進している。また、能力

開発委員が統括リスクマネー

ジャー、課長補佐等がリスク

マネージャーとして、業務レ

ベルのリスク管理を推進して

いる。 

・統括リスクマネージャーへ

の説明会を開催し、リスクマ

ネジメントや事務処理ミス防

止に関する職員研修の実施

計画、内部公益通報や不当

要求行為等対策に関するコ

ンプライアンス制度など、職

員の能力開発等を支援する

各種制度の周知・活用を図

っている。 

・秋田市内部統制

に関する方針 

・秋田市内部統制

に関する実施要領 

整備上、 

運用上の

不備なし 

 
3-2 長 は 、 職 員

等の内部統制に

対 する責 任 の履

行 に つ い て 、 人

事評価等により動

機付けを図るとと

もに、逸脱行為に

・評価項目として「責任感」 

「倫理観」を設定しているほ

か、所属長と職員との面談を

通じて、評価結果の伝達や助

言を行うなど、動機付けを図

っている。 

・秋田市職員人事

評価実施要綱 

・秋田市内部統制

に関する実施要領 

整備上、 

運用上の

不備なし 
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別紙１ 

基本的

要素 

評価の基本的

な考え方 
評価項目 運用状況 

統制状況を示す

主な規定、指針等 
評価 

対 する適 時 かつ

適 切な対 応を行

っているか。 

・不適正な事務処理等に係る

報告体制や情報共有の手続

を定めており、適時にその内

容を把握し、発生原因や再発

防止策等を全庁的に共有し

ている。 

リスク 

の評価 

と対応 

4 組織は、内

部統制の目的

に係るリスクの

評価と対応が

できるように、

十分な明確さを

備えた目標を

明示し、リスク

評価と対応の

プロセスを明確

にしているか。 

4-1 組織は、個々

の業務に係るリスク

を識別し、評価と

対応を行うため、

業務の目的および

業務に配分するこ

とのできる人員等

の資源について検

討を行い、明確に

示しているか。 

・効果的かつ効率的な組織機

構の構築および職員数の適

正管理について、適宜検討し

ている。 

・各部局では、統括リスクマネ

ージャーおよびリスクマネー

ジャーが中心となり、適正な

業務の遂行に必要な人員体

制を含めて、業務レベルのリ

スク管理の取組状況を評価し

ている。 

・第8次秋田市行

政改革大綱 

・秋田市内部統制

に関する実施要領 

整備上、 

運用上の

不備なし 

 
4-2 組織は、リスク

の評価と対応のプ

ロセスを明示すると

ともに、それに従っ

てリスクの評価と対

応が行われること

を確保しているか。 

・リスクの評価と対応のプロセ

スを明確化し、それに従って

リスク管理の状況を評価して

いるほか、不備があった場合

には是正を求め、その内容

を報告する仕組みを整備し

ている。 

・秋田市内部統制

に関する方針 

・秋田市内部統制

に関する実施要領 

整備上、 

運用上の

不備なし 

 
5 組織は、内

部統制の目的

に係るリスクに

ついて、それら

を識別し、分類

し、分析し、評

価 す る と と も

に、評価結果に

基づいて、必要

に応じた対応を

とっているか。 

5-1 組織は、各部

署において、当該

部署における内部

統制に係るリスクの

識別を網羅的に行

っているか。 

・不適正な事務処理等の発生

状況、監査における指摘等を

もとにリスクの影響度や発生

頻度を評価し、リスク一覧を作

成している。また、リスク一覧

のうち、全庁的に発生する可

能性が高い、又は影響が大き

いものを「課所室共通リ ス

ク」として選定し、対応策を定

めている。 

同上 整備上、 

運用上の

不備なし 

 
5-2 組織は、識別

されたリスクについ

て、以下のプロセ

スを実施している

か。 

1) リスクが過去に

経験したものであ

るか否か、全庁的

なものであるか否

かを分類する 

 

 

 

 

 

・上記5-1の運用状況のとおり

実施している。 

同上 整備上、 

運用上の

不備なし 

  
2) リスクを質的お

よび量的（発生可

能性と影響度）な

重要性によって分

析する 

・上記5-1の運用状況のとおり

実施している。 
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別紙１ 

基本的

要素 

評価の基本的

な考え方 
評価項目 運用状況 

統制状況を示す

主な規定、指針等 
評価 

  
3) リスクに対して

いかなる対応策を

とるかの評価を行う 

・「課所室共通リスク」は、上記

5-1のとおり実施している。課

所室が所管する業務に係るリ

スクは、リスク一覧を参考に各

部局がリスクを評価し、対応

策を検討している。 

  

  
4) リスクの対応策

を 具体的に 特定

し、内部統制を整

備する 

・「課所室共通リスク」は、5-1の

とおり実施している。課所室が

所管する業務に係るリスク

は、検討した対応策をマニュア

ルに反映し、マニュアルに基

づいて業務を遂行している。 

  

  
5-3 組織は、リスク

対応策の特定に

当たって、費用対

効果を勘案し、過

剰な対応策をとっ

ていないか検討す

るとともに、事後的

に、その対応策の

適切性を検討して

いるか。 

・秋田市内部統制に関する方

針に、業務の効率的効果的な

遂行を明記している。 

・リスク一覧を作成し、優先度

を定めてリスク対応策を検討

することを明確化している。ま

た、内部統制評価部局による

評価の際に、リスク対応策の適

切性を含めて評価し、不備が

ある場合には是正している。 

・秋田市内部統制

に関する方針 

・秋田市内部統制

に関する実施要領 

整備上、 

運用上の

不備なし 

 
6 組織は、内

部統制の目的

に係るリスクの

評価と対応の

プ ロ セ ス に お

い て 、 当該組

織に生じうる不

正の可能性に

ついて検討し

ているか。 

6-1 組 織 に お い

て、自らの地方公

共団体において過

去に生じた不正お

よび他の団体等に

おいて問題となっ

た不正等が生じる

可能性について検

討し、不正に対す

る適切な防止策を

策 定 す る と と も

に、不正を適時に

発見し、適切な事

後対応策をとるた

めの体制の整備を

図っているか。 

・本市で過去に生じた不正等

のほか、他の団体等における

不正等も参考にリスク一覧を

作成している。 

・不適正な事務処理等が発生

した際、速やかに市長等に報

告する体制を整備している。 

また、再発防止のため、発生

原因、影響、対応策を再検討

し、業務マニュアルを見直す

ほか、庁内で情報共有する体

制を整備している。 

・秋田市内部統制

に関する実施要領 

整備上、 

運用上の

不備なし 

統 制 

活 動 

7 組織は、リス

ク の 評価お よ

び対応におい

て 決定さ れ た

対応策につい

て 、 各部署に

おける状況に 

応じた具体的

な内部統制の

実施とそ の 結

果の把握を行

っているか。 

7-1 組織は、リスク

の評価と対応にお

いて決定された対

応策について、各

部署において、実

際に指示通りに実

施されているか。 

・「課所室共通リスク」および

「課所室所管業務に係るリス

ク」を回避・軽減する取組を実

施し、その整備状況および運

用状況を評価している。 

同上 整備上、 

運用上の

不備なし 

 
7-2 組織は、各職

員の業務遂行能力

および各部署の資

源等を踏まえ、統

制活動についてそ

・統括リスクマネージャーおよ

びリスクマネージャーが、所管

部局および課所室の業務遂

行能力や資源等を踏まえて統

制活動を評価し、総務部が独

同上 整備上、 

運用上の

不備なし 
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別紙１ 

基本的

要素 

評価の基本的

な考え方 
評価項目 運用状況 

統制状況を示す

主な規定、指針等 
評価 

の水準を含め適切

に管理しているか。 

立的評価を実施している。ま

た、統制活動に不備があった

場合には是正を指示し、見直

す体制を整備しており、統制

活動の水準を含めて適切に

管理している。 
 

8 組織は、権

限と責任の明

確化、職務の

分離、適時か

つ 適 切 な 承

認、業務の結

果の検討等に

ついての方針

および手続を

明示し適切に

実 施 してい る

か。 

8-1 組織は、内部

統制の目的に応じ

て、以下の事項を

適切に行っている

か。 

1) 権限と責任の明

確化 

 

 

 

 

 

・内部統制の目的を達成する

ための実施体制を整備し、権

限と責任を明記している。 

・秋田市内部統制

に関する方針 

・秋田市内部統制

に関する実施要領 

・秋田市行政組織

規則 

・秋田市事務決裁

規程 

整備上、 

運用上の

不備なし 

 
2) 職務の分離 ・統括リスクマネージャーおよ

びリスクマネージャーが評価

後、総務部による独立的評価

を実施する体制を整備してお

り、職務の分離を図っている。 

 

 
3) 適時かつ適切

な承認 

・能力開発委員会に独立的

評価を踏まえたリスク管理の

取組状況を報告する体制を

整備している。 

 

 
4) 業務の結果の

検討 

・能力開発委員会でリスク管

理の取組状況を確認し、不備

が あ る 場合に は 是正を 命

じ、結果を評価部局に報告す

る体制を整備している。 

 

 
8-2 組織は、内部

統制に係るリスク

対応策の実施結果

について、担当者

に よ る 報 告 を 求

め、事後的な評価

および必要に応じ

た是正措置を行っ

ているか。 

・リスクマネージャーは各担当

が報告したリスク管理の取組

状況を評価し、不備がある場

合には担当リーダー等に是

正を命じる体制を整備してい

る。また、統括リスクマネージ

ャーが所管部局の課所室に

おけるリスク管理の取組状況

を評価し、不備がある場合に

はリスクマネージャー等に是

正を命じる体制を整備してい

る。 

・秋田市内部統制

に関する実施要領 

整備上、 

運用上の

不備なし 

情報と 

伝達 

9 組織は、内

部統制の目的

に係る信頼性

の あ る 十分な

情報を作成し

ているか。 

9-1 組織は、必要

な 情 報 に つ い

て、信頼ある情報

が作成される体制

を構築しているか。 

・各課所室に文書取扱主任

および文書取扱補助員を配

置し、文書（事務の運営に必

要な一切の文書、図画および

電磁的記録）に係る事務の処

理の促進および改善指導を

実施する体制を構築してい

る。 

・秋田市文書取扱

規程 

整備上、 

運用上の

不備なし 
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別紙１ 

基本的

要素 

評価の基本的

な考え方 
評価項目 運用状況 

統制状況を示す

主な規定、指針等 
評価 

 
9-2 組織は、必要

な情報について、 

費用対効果を踏ま

えつつ、外部から

の情報を活用する

ことを図っている

か。 

・毎年度、包括外部監査人か

ら監査結果の報告を受けて

いる。また、指摘や注意事項

に対して是正措置を講じるな

ど適正な事務執行に向け、そ

の情報を活用している。 

・法令遵守体制の充実を図る

ため、本市との請負契約に基

づく事業に従事する労働者

等からの通報・相談を受け付

ける通報窓口（総務部総務課

および弁護士事務所）を設置

している。 

・秋田市外部監査

契約に基づく監査

に関する条例 

・秋田市内部公益

通報に関する要綱 

整備上、 

運用上の

不備なし 

  
9-3 組織は、住民

の情報を含む、個

人情報等につ い

て、適切に管理を

行っているか。 

・個人情報の保護に関する法

律に基づき個人情報を適切

に管理しているほか、個人情

報の開示、訂正および利用停

止等の取扱いを整備してい

る。 

・秋田市個人情報

の保護に関する法

律施行条例 

・秋田市個人情報

の保護に関する法

律施行細則 

・個人情報の適切

な管理に関する要

綱 

整備上、 

運用上の

不備なし 

 
10 組織は、組

織内外の情報

について、その

入手、必要とす

る部署への伝

達および適切

な管理の方針と

手続を定めて

実施し て い る

か。 

10-1 組織は、作成

された情報および

外部から入手した

情報が、それらを

必要とする部署お

よび職員に適時か

つ適切に伝達され

るような体制を構築

しているか。 

・各課所室に文書取扱主任

および文書取扱補助員を配

置し、庁内で作成した文書や

外部から到達した文書を適時

かつ適切に処理する体制およ

び手続を構築している。 

・秋田市文書取扱

規程 

整備上、 

運用上の

不備なし 

 
10-2 組織は、 組

織内における情報

提供および組織外

からの情報提供に

対して、かかる情

報が適時かつ適切

に利用される体制

を構築するととも

に、当該情報提供

をしたことを理由と

して不利な取扱い

を受けないことを

確保するための体

制を構築している

か。 

・内部公益通報に係る通報窓

口（総務部総務課および弁護

士事務所）および外部公益通

報に係る外部通報窓口（総務

部総務課）を設置し、調査や

是正措置を行う体制を構築し

ている。また、通報者が情報

提供等を行ったことを理由と

して、当該職員に対して不利

益な取扱いをしてはならない

ことを明確化している。 

・秋田市内部公益

通報に関する要綱 

・秋田市外部公益

通報に関する要綱 

整備上、 

運用上の

不備なし 
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別紙１ 

基本的

要素 

評価の基本的

な考え方 
評価項目 運用状況 

統制状況を示す

主な規定、指針等 
評価 

モニタ 

リング 

11 組織は、内

部統制の基本

的要素が存在

し、機能してい

ることを確かめ

るために、日常

的モニタリング

および独立的

評価を行って

いるか。 

11-1 組織は、 内

部統制の整備およ

び 運 用 に 関 し

て、組織の状況に

応じたバランスの

考慮の下で、日常

的モニタリングおよ

び独立的評価を実

施するとともに、そ

れに基づく内部統

制の是正および改

善等を実施してい

るか。 

・統括リスクマネージャーおよ

びリスクマネージャーを配置

し、日常的モニタリングの一

環として業務レベルのリスク

管理に取り組み、その状況を

評価している。また、その結

果は、総務部による独立的評

価、能力開発委員会の確認

を経て、取組に不備がある場

合は、リスクが発生する要因と

その対応策の見直しや業務

マニュアルの修正等の是正

等を実施している。 

・秋田市内部統制

に関する実施要領 

整備上、 

運用上の

不備なし 

 

11-2 モニタリング

又は監査委員等の

指摘により発見さ

れた内部統制の不

備について、適時

に是正および改善

の責任を負う職員

へ伝達され、その

対応状況が把握さ

れ、モニタリング部

署又は監査委員

等に結果が報告さ

れているか。 

・内部統制の不備について

は、リスク管理の取組を評価す

る過程で、統括リスクマネージ

ャー等が是正を命じている。ま

た、その状況を総務部による

独立的評価の際に確認し、能

力開発委員会に報告している

ほか、必要に応じて是正を命

じている。 

・定期監査における指摘につ

いて、毎年度、是正状況を監

査委員に報告している。 

・秋田市内部統制

に関する実施要領 

整備上、 

運用上の

不備なし 

ICT 

への 

対応 

12 組織は、内

部統制の目的

に係るICT環境

への対応を検

討 す る と と も

に、ICTを利用

している場合に

は、ICTの利用

の適切性を検

討 す る と と も

に、ICTの統制

を 行 っ て い る

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-1 組織は、組織

を取り巻くICT環境

に関して、いかなる

対応を図るかにつ

いての方針および

手続を定めている

か。 

・関係規定を整備し、システム

に係る全体最適化、計画的な

導入、合理的な契約の視点等

から、効率的な情報化の推進

を図っている。 

・システム関連の新たな調達

および改修等の際には、担当

課所室とＩＣＴ推進担当課長が

協議する体制を整備してい

る。 

・秋田市情報シス

テム調達指針 

・秋田市情報シス

テム調達マニュア

ル 

・ＩＣＴ推進担当課

長との事前協議に

ついて（通知） 

整備上、 

運用上の

不備なし 

 
12-2 内部統制の

目的のために、当

該組織における必

要かつ十分なICT

の程度を検討した

上で、適切な利用

を図っているか。 

・関係規定を整備し、本市に

おける必要かつ十分な情報シ

ステムの整備に向けた検討を

行っている。また、システムに

係るアクセス制御、ＩＤおよび

パスワード管理を通じて適切

な利用を図っている。 

・秋 田 市 情 報 セ 

キュリティポリシー 

・秋田市情報シス

テム調達指針 

・秋田市情報シス

テム調達マニュア

ル 

整備上、 

運用上の

不備なし 

 
12-3 組織は、ICT

の 全 般 統 制 と し

て、システムの保

守および運用の管

理、システムへの

アクセス管理なら

びにシステムに関

・調達仕様書の作成に当たっ

ては、システムの保守および

運用（アクセス管理を含む。）

要件を明らかにするため、要

件定義書を作成するなど、適

切な契約管理が行われるよう

対応している。また、システム

・秋田市情報シス

テム調達指針 

・秋田市情報シス

テム調達マニュア

ル 

整備上、 

運用上の

不備なし 
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別紙１ 

基本的

要素 

評価の基本的

な考え方 
評価項目 運用状況 

統制状況を示す

主な規定、指針等 
評価 

 

 

 

する外部業者との

契約管理を行って

いるか。 

関連の新たな調達および改

修等の際には、担当課所室と

ＩＣＴ推進担当課長が協議す

る体制を整備しており、外部

業者への適正な発注が行わ

れるよう対応している。 

・ＩＣＴ推進担当課

長との事前協議に

ついて（通知） 

 
12-4 組織は、ICT

の業務処理統制と

して、入力される情

報の網羅性や正

確性を確保する統

制、エラーが生じ

た場合の修正等の

統制、マスター・デ

ータの保持管理等

に関する体制を構

築しているか。 

・システムを所管する課所室

の長は、システムにおける入

出力データの正確性を確保

するため、不正な文字列等の

入力を除去する機能を組み

込むようシステム設計をする

こととしている。また、システム

ベンダー等との定期的な会

議の実施等によるエラー発生

時の対応や、情報資産の分

類に応じたバックアップ等の

対策によるマスター・データ

の保持管理等に関する管理

体制を整備している。 

・秋 田 市 情 報 セ 

キュリティポリシー 

整備上、 

運用上の

不備なし 
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別紙２ 

 

 

 

 課所室共通リスクの管理に係る評価結果（市長事務部局） 
 

「課所室共通リスク」について、そのリスクを回避・軽減する取組の状況を

確認し、不備がないかを評価した。 

 

(1) 不備の状況 

９９課所室が実施したリスクを回避・軽減する取組２，３５９件のう

ち、１２６件の不備が確認されたが、全て是正措置を講じ、適正な状況を

回復している。 

なお、主な不備および是正内容は次のとおりである。 

リスクの内容 主な不備および是正内容 

業務の工程管理の不備 事業担当課と経理担当課の連携不足による調定通知書の

起票遅れがあったことから、マニュアルの見直しや処理

確認のチェックシートを作成するなど、事務処理工程の

中で連携を明確にするよう是正した。 

支払い誤り 会計年度任用職員への年次有給休暇の付与日数を誤って 

いたため、給与の支給誤りにつながりかねないケースが 

あったことから、内部管理部門が作成したチェックリス

トを用いるとともに、担当者と副担当者でマニュアルを

確認し、付与日数に誤りがないかチェックを徹底するよ

う是正した。 

委託業務等の不適切な

履行 

業務委託契約書や仕様書に定める手続の漏れや、必要書

類の提出漏れのため、委託業務等の不適正な履行につな

がりかねないケースがあったことから、担当者のほかに

副担当者を配置し、チェックリストにより管理するよう

是正した。 

切手、公用回数券、タ 

クシー乗車券等の盗 

難・紛失 

郵便切手類受払簿の押印漏れ、公用回数券受払簿と実際 

の在庫枚数に齟齬があるなど金券類の紛失につながりか 

ねないケースがあったことから、受払簿の記載内容や金 

券類の受け払い時のチェックを徹底するよう是正した。 

不十分な備品管理 公用車に係る自動車運行日誌、日常点検実施表、自動車

台帳の記載について誤りがあったことから、記入後に担

当リーダー、担当者、庶務担当者等による記載内容の確

認を徹底するよう是正した。 
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(2) 重大な不備 

１２６件の不備のうち、次の４件については、不適切な事項が実際に発

生したことにより、結果的に大きな経済的・社会的不利益を生じさせてお

り、運用上の重大な不備に当たると判断した。 

リスクの内容 不適切な事項および是正の概要 

業務の工程管理

の不備 

①  生活保護費の障害者加算認定誤り 

令和５年５月の会計検査院実地検査により、生活

保護費障害者加算の認定方法を確認するよう指示を

受けた。その後厚生労働省への確認を行ったとこ

ろ、年金受給権の確認不足に伴う認定誤りであるこ

とが判明した。 

このことは、障害者加算の認定要件に係る職員の

認識に誤りがあったために発生しており、対象者

120人に総額約8,100万円の返還額を生じさせ、適正

な生活保護費の給付に係る市政の信頼を失墜させた

ものである。 

再発防止に向け、法制度に関する知識の習得・向

上のための外部講師等による定期的な研修を行うと

ともに、障害者加算の認定に係るチェックリストを

作成し、認定要件の適正な確認を徹底するよう改め

た。 

②  消防団員に交付する源泉徴収票の記載内容誤り 

他市町村で同様の誤りが発生したことを受けて調

査を行った結果、消防団員に交付した源泉徴収票の

支払金額欄に誤って非課税対象額を含めた金額を記

載していたことが令和５年11月に判明した。 

このことは、源泉徴収事務に関する職員の認識不

足により発生しており、平成30年分から令和４年分

までの５年間で2,127件の源泉徴収票の修正と再発

行を要することとなり、適正な源泉徴収事務に係る

市政の信頼を失墜させたものである。 

再発防止に向け、源泉徴収事務の手順や留意点を

示したマニュアルを整備するとともに、担当者研修

の実施により適正な認識を徹底するよう改めた。 
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市税、使用料、 

手数料等の過大 

・過小徴収 

③  介護保険料の遡及賦課誤り 

介護保険料を取扱うシステムについて、特別徴収

の遡及賦課に関する起算日の設定を誤っていたこと

が令和５年７月に判明した。 

このことは、平成２７年度に介護保険法改正に伴

うシステム改修を行った際の設定が誤っていたこと

から発生しており、賦課誤りにより54件、約120万

円の過大徴収と36件、約100万円の過大還付の影響

を生じさせるなど、適正な保険料事務の執行に係る

市政の信頼を失墜させたものである。 

再発防止に向け、システム改修を担当する職員に

対して制度理解のさらなる徹底を図るとともに、開

発委託業者から提出されるシステム要件定義書の確

認作業を強化するよう改めた。 

不適正な価格で

の契約 

④  障がい者相談支援等事業の委託料非課税誤り 

これまで社会福祉事業に該当するものとして消費

税を非課税としていた障がい者相談支援等事業の委

託料について、令和５年10月のこども家庭庁・厚生

労働省の事務連絡により、社会福祉事業には該当せ

ず、消費税の課税対象であることが判明した。 

このことは、職員の認識誤りにより発生してお

り、委託している３法人に対し、未払いとなってい

る過去５年分の消費税および延滞税相当額計約

2,600万円を負担するなど、適正な契約事務の執行

に係る市政の信頼を失墜させたものである。 

消費税の非課税取引について、他に取扱いが誤っ

ていないか全庁一斉点検により確認を行ったほ

か、再発防止に向け、事業実施の際には関係法令

等、根拠の確認を徹底するよう改めた。 
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（内訳）課所室共通リスクに係る取組状況 

 

整備上 運用上 整備上 運用上

1
業務の工程管理の不

備

リスクを評価して優先度の高いものから業務マニュアル等を整備

し、業務マニュアル等に基づき業務を行っているか。
99 24 4 20 0 2

2 情報共有の不備
定期的に打合せを実施し、日頃から声を掛け合うなど、気軽に相

談できる風通しのよい職場づくりに努めているか。
99 4 4 0 0 0

3 情報の隠ぺい
長の判断を仰ぐべき業務上の問題に関して、適宜、担当者から

上司に情報を伝えているか。
99 0 0 0 0 0

4 職場間トラブル
部局横断的な要望・相談等に対し、関係課所室が協議し、業務

を押しつけあうことなく適時・適切に対応しているか。
99 0 0 0 0 0

5
郵送時の手続誤り（封

入・送付先誤り）

納税通知等を大量発送する際は、適切なチェック体制を整備し、

作業記録を作成しているか。
63 6 3 3 0 0

6 システムダウン
委託業者と連携してシステムを円滑に運用しているか。また、シス

テムダウン時の対応策を備えているか。
63 0 0 0 0 0

7
コンピュータウィルス感

染

情報セキュリティポリシーに基づき、情報通信機器を管理してい

るか。
99 0 0 0 0 0

8 システム改修の誤り
委託業者と連携し、適切なチェック体制を整備しているか。また、

十分な運用テストを行っているか。
63 2 0 2 0 0

9
個人情報の漏えい・紛

失（データ管理）

システムのアクセス権を適切に設定し、ＩＤ・パスワードを厳重に管

理しているか。
98 0 0 0 0 0

10
機密情報の漏えい・紛

失（契約）

予定価格等入札情報の漏洩を防ぐため、権限を有する者が予定

価格調書を作成し、適切に保管しているか。
78 0 0 0 0 0

11
不正な予算執行（旅

費）

証拠書類（会議開催通知等）に基づき旅行を命じ、復命書等でそ

の内容を確認しているか。
91 1 1 0 0 0

12 架空納品
金額に応じて権限を有する者が立ち会い、納品を確認している

か。
94 0 0 0 0 0

13
意図的な予算・決算

データの改ざん

財務規則等に基づく予算編成手続を経ているか。また、予算・決

算データを作成する際は、適切なチェック体制を整備している

か。

94 0 0 0 0 0

14
予算・決算に係る議会

報告書類の誤り

予算案や決算認定案およびその他関係資料を作成する際は、

適切なチェック体制を整備し、チェックリストに基づき、データを作
成しているか。

93 0 0 0 0 0

15
市税、使用料、手数料

等の過大・過小徴収

市税等を計算する際には、システム確認も含め、適切なチェック

体制を整備しているか。
79 4 1 3 0 1

16

市税、使用料、手数料

等の未徴収や滞納の

発生

関係法令や債権管理の手引等を確認し、債権管理簿の整備や

催告の実施等必要な手続を適時に行っているか。
76 3 2 1 0 0

17 勤務時間の過大報告
課所室長等は適切に時間外勤務を命じ、その実績を確認してい

るか。
99 0 0 0 0 0

18
資格のない申請者等

への補助金支出

業務マニュアルや適切なチェック体制を整備しているか。また、

補助事業終了後、報告書等で実績を確認しているか。
49 3 3 0 0 0

19 支払い誤り

請求内容や支払先を複数で確認する等、適切なチェック体制を

整備しているか。また、支払い漏れが生じないようスケジュール管

理しているか。

93 11 7 4 0 0

20 不適正な業務発注

適切なチェック体制を整備し、仕様書、設計書、入札のお知らせ

等の関係書類を確認しているか。また、理由なく発注を分割して

いないか。

92 6 6 0 0 0

21 業者選定方法の誤り

設計額に応じて業者選定審議部会に付議しているか。また、随

意契約は財務規則等に基づき適正に行うとともに、担当者を定期

的に変更しているか。

90 0 0 0 0 0

22
委託業務等の不適切

な履行

仕様書、成果品、業務完了報告書等で履行を確認しているか。
また、工事等は権限を有する者が立ち会い、完成検査等を実施

しているか。

93 18 18 0 0 0

23
不適正な価格での契

約
関係規則等の遵守等を通じて、適正な価格で契約しているか。 92 2 0 2 0 1

24 現金の盗難・紛失
現金を収納した場合、当日中に指定金融機関等に払い込んでい

るか。また、出納員は、現金出納簿等を整理しているか。
58 1 1 0 0 0

25

切手、公用回数券、タ

クシー乗車券等の盗

難・紛失

取扱者と決裁者を別人とし、適切な確認体制としているか。また、
受払簿の記載と保有実数は常に一致しているか。

88 11 11 0 0 0

26 不十分な備品管理

備品を購入したり廃棄する際には、備品台帳の整備を適正に

行っているか。また、毎年度、備品の使用状況を確実に把握し、

必要に応じて返納処理等を行っているか。

98 17 16 1 0 0

27
財産台帳の不適正な

管理

財産に異動があった際には、速やかに台帳を整理し、異動報告

書を提出しているか。また、行政財産使用料の算定に当たり、固

定資産評価額に基づき、土地の台帳価格を見直しているか。

67 8 1 7 0 0

28
行政財産使用許可手

続の不備

関係条例等に基づき、許可手続、使用料の計算を適正に行って

いるか。また、適切なチェック体制を整備しているか。
53 5 1 4 0 0

合　　　計 2,359 126 79 47 0 4

NO リスクの内容
不備の

件数
 リスク回避・軽減のための取組

評価

件数

内、重大な不備不備の内訳
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課所室所管業務に係るリスク管理の評価結果（市長事務部局） 
 

「課所室所管業務に係るリスク」について、所管業務に係るリスクを評価

し、対応策の検討、マニュアル等の整備・更新を通じて、そのリスクを回避・軽

減する取組の状況を総務部が確認し、不備がないかを評価した。 
 なお、令和５年度は次の優先順位に従って所管業務を選定した。 

① 事務処理ミスが発生する可能性が高い業務又は事務処理ミスによる影響が大

きい業務として、優先的に点検を行うこととした業務 

 ・データ入力事務や発送事務を含む申請処理等に関する業務 

 ・システム停止又はシステム改修誤りによって、市民サービス等に大きな

影響が発生する業務 

② 「財務に関する事務のリスク一覧」に掲載されたリスクを含む業務 

③ 過去数年間において事務処理ミスが発生した業務 

④ マニュアルを策定・修正してから相当の期間が経過している業務 

⑤ 新たにマニュアルの策定が必要な業務 

 
(1) 不備の状況 

   各部局において点検・評価した３７業務、評価件数２２２件について、次

のとおり評価した結果、６業務で７件の不備が確認されたが、全て是正措

置を講じ、適正な状況を回復している。 

 〔評価項目および評価結果〕 

整備上 運用上 整備上 運用上

1
リスクの網羅
性

業務に潜むリスクを漏れなく洗い出して
いるか。

37 2 2 0 0 0

2
リスクの優先
順位付け

リスクの発生頻度、行政運営への影響
度を適切に識別し、対応すべきリスクを
適切に選択しているか。

37 1 1 0 0 0

3
リスク評価更
新の適切性

リスクの見直しを適時適切に行っている
か。

37 0 0 0 0 0

4
リスク対応策
の適切性

リスクの発生防止に直結した具体性・実
効性の高い対応策を講じているか。

37 1 1 0 0 0

5
マニュアルの
運用状況

リスク対応策を組み込んだ業務マニュア
ルを整備し、継続的に運用しているか。

37 3 3 0 0 0

6
マニュアルの
情報共有

業務マニュアルの保存場所を所属職員
に周知し、情報共有しているか。

37 0 0 0 0 0

合　計 222 7 7 0 0 0

評価項目
評価
件数

不備の
件数

不備の内訳 内、重大な不備
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〔不備に係る主な是正内容〕 

評価項目 主な是正内容 

リスクの網羅性 業務に係るリスクを想定する際、行政運営に及ぼす影

響度がより大きいリスクを想定していないものについ

て、改めてリスクを想定するとともに、そのリスクの

対応策を検討し、業務マニュアルにその結果を反映す

る必要がないか確認するよう指示した。 

リスク対応策の適

切性 

業務に係るリスクを想定し、リスク対応策を検討して

いるが、リスクの発生防止に直結した具体性・実効性

の高い対応策となっていないものについて、改めて対

応策を検討し、業務マニュアルにその結果を反映する

よう指示した。 

マニュアルの運用

状況 

業務に係るリスクを想定し、リスク対応策を検討した

が、その対応策を業務マニュアルに組み込んでいない

場合について、「いつ」「誰が」「何を」「どのよう

に」実施するのか、具体的に記載するよう指示した。 

※評価項目以外の事項 

リスク管理意識の啓発と業務内容の共有には、業務マニュアルの点検作

業に多くの職員が参加することが重要であり、参加割合が９０％未満の

部局に対しては、次回、より多くの職員が参加するよう指示した。 

 

(2) 重大な不備 

７件の不備については、いずれも「大きな経済的・社会的な不利益を生

じさせる蓋然性が高いもの」「不適切な事項が実際に発生したことによ

り、結果的に大きな経済的・社会的不利益を生じさせたもの」に該当する

ものではないことから、重大な不備には該当しないものと判断した。 

 

-18-



（参考）

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4 Ａ
佐竹史料館運営業務〔佐竹史料
館〕

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

指定管理施設の行政財産使用料に
係る業務〔文化振興課〕

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

学校開放事務〔スポーツ振興課〕 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

竿燈まつり開催事業補助金等交付
業務〔観光振興課〕

Ａ

Ａ

【観光文化スポーツ部】

評価項目等
リスクの
網羅性

リスクの
優先順位

付け

リスク
評価更新
の適切性

リスク
対応策の
適切性

ﾏﾆｭｱﾙの
運用状況

ﾏﾆｭｱﾙの
情報共有

ＲＰＡによる異動届入力業務〔市
民税課〕

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

事業所税申告書発送等業務〔市民
税課〕

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

評価した
業務名〔課所室名〕

Ａ Ａ Ａ

ホームページトピックス等掲載業
務〔情報統計課〕

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

評価した
業務名〔課所室名〕

移住促進事業補助金返還金徴収事
務〔人口減少・移住定住対策課〕

Ａ

Ａ

【企画財政部】

評価項目等
リスクの
網羅性

リスクの
優先順位

付け

リスク
評価更新
の適切性

リスク
対応策の
適切性

ﾏﾆｭｱﾙの
運用状況

ﾏﾆｭｱﾙの
情報共有

普通財産貸付料督促状発送業務
〔財産管理活用課〕

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ

Ａ

指名停止措置業務〔契約課〕 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

行政不服審査法審査請求業務〔総
務課〕

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

ﾏﾆｭｱﾙの
運用状況

ﾏﾆｭｱﾙの
情報共有評価した

業務名〔課所室名〕

課所室所管業務に係るリスク管理の評価一覧

（市長事務部局）

［凡例］ Ａ：十分に対応している（不備なし）  Ｂ：改善を要する（不備あり）

【総務部】

評価項目等
リスクの
網羅性

リスクの
優先順位

付け

リスク
評価更新
の適切性

リスク
対応策の
適切性
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1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

Ａ

精神障害者保健福祉手帳交付業務
〔健康管理課〕

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

奨学金返還助成金給付業務〔保健
総務課〕

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

食肉衛生検査情報システム停電時
緊急対応業務〔食肉衛生検査所〕

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

リスク
対応策の
適切性

ﾏﾆｭｱﾙの
運用状況

ﾏﾆｭｱﾙの
情報共有

【保健所】

評価項目等
リスクの
網羅性

リスクの
優先順位

付け

リスク
評価更新
の適切性評価した

業務名〔課所室名〕

Ａ Ａ Ａ

暮らしに役立つサービス作成業務
〔長寿福祉課〕

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

評価した
業務名〔課所室名〕

特別児童扶養手当等関係業務〔障
がい福祉課〕

Ａ

Ａ

【福祉保健部】

評価項目等
リスクの
網羅性

リスクの
優先順位

付け

リスク
評価更新
の適切性

リスク
対応策の
適切性

ﾏﾆｭｱﾙの
運用状況

ﾏﾆｭｱﾙの
情報共有

窓口収納金取扱業務〔南部市民
サービスセンター〕

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ｂ Ａ

Ａ

市税等収入金領収業務〔西部市民
サービスセンター〕

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

後期高齢者医療保険料等負担金処
理業務〔後期高齢医療課〕

Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ

住民登録外被保険者の情報登録時
におけるマイナンバー登録業務
〔国保年金課〕

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

国民健康保険税の過誤納金の還付
充当業務〔国保年金課収納推進
室〕

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

［凡例］ Ａ：十分に対応している（不備なし）  Ｂ：改善を要する（不備あり）

【市民生活部】

評価項目等
リスクの
網羅性

リスクの
優先順位

付け

リスク
評価更新
の適切性

リスク
対応策の
適切性

ﾏﾆｭｱﾙの
運用状況

ﾏﾆｭｱﾙの
情報共有

評価した
業務名〔課所室名〕
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1

2

1

2

1

2

3 Ａ
研修・就農相談業務〔園芸振興セ
ンター〕

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ

工事発注業務〔農地森林整備課〕 Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ

被害証明書交付関係業務〔産業企
画課〕

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

リスク
対応策の
適切性

ﾏﾆｭｱﾙの
運用状況

ﾏﾆｭｱﾙの
情報共有

【産業振興部】

評価項目等
リスクの
網羅性

リスクの
優先順位

付け

リスク
評価更新
の適切性評価した

業務名〔課所室名〕

現金取扱に関する業務〔環境総務
課〕

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

不法投棄監視カメラの運用に関す
る業務〔廃棄物対策課〕

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

福祉医療月次更新処理業務〔子ど
も総務課〕

Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ

【環境部】

評価項目等
リスクの
網羅性

リスクの
優先順位

付け

リスク
評価更新
の適切性

リスク
対応策の
適切性

ﾏﾆｭｱﾙの
運用状況

ﾏﾆｭｱﾙの
情報共有

評価した
業務名〔課所室名〕

評価した
業務名〔課所室名〕

児童扶養手当受付業務〔子ども総
務課〕

Ａ

［凡例］ Ａ：十分に対応している（不備なし）  Ｂ：改善を要する（不備あり）

【子ども未来部】

評価項目等
リスクの
網羅性

リスクの
優先順位

付け

リスク
評価更新
の適切性

リスク
対応策の
適切性

ﾏﾆｭｱﾙの
運用状況

ﾏﾆｭｱﾙの
情報共有

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ
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1

2

1

2

1

【デジタル化推進本部】

評価項目等
リスクの
網羅性

リスクの
優先順位

付け

リスク
評価更新
の適切性

リスク
対応策の
適切性

ﾏﾆｭｱﾙの
運用状況

Ａ Ａ Ａ

ﾏﾆｭｱﾙの
情報共有

評価した
業務名〔課所室名〕

秋田市デジタル化推進計画改定業
務〔デジタル化推進本部〕

Ａ Ａ Ａ

Ａ

現金等取扱い業務〔住宅整備課〕 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

交通系ＩＣカード精算業務〔交通
政策課〕

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

リスク
対応策の
適切性

ﾏﾆｭｱﾙの
運用状況

ﾏﾆｭｱﾙの
情報共有

【都市整備部】

評価項目等
リスクの
網羅性

リスクの
優先順位

付け

リスク
評価更新
の適切性評価した

業務名〔課所室名〕

道路除排雪業務委託業務〔道路維
持課〕

Ｂ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ

公園地使用料徴収業務〔公園課〕 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

［凡例］ Ａ：十分に対応している（不備なし）  Ｂ：改善を要する（不備あり）

【建設部】

評価項目等
リスクの
網羅性

リスクの
優先順位

付け

リスク
評価更新
の適切性

リスク
対応策の
適切性

ﾏﾆｭｱﾙの
運用状況

ﾏﾆｭｱﾙの
情報共有

評価した
業務名〔課所室名〕
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1

1

2

3
各種申請に伴う消防手数料の取扱
い業務〔予防課〕

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

工事の設計変更に伴う契約額の変
更業務〔警防課〕

Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ

Ａ

［凡例］ Ａ：十分に対応している（不備なし）  Ｂ：改善を要する（不備あり）

国庫補助金充当事業事務処理業務
〔消防本部総務課〕

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

【消防】

評価項目等
リスクの
網羅性

リスクの
優先順位

付け

リスク
評価更新
の適切性

リスク
対応策の
適切性

ﾏﾆｭｱﾙの
運用状況

ﾏﾆｭｱﾙの
情報共有

評価した
業務名〔課所室名〕

支出伝票の審査業務〔会計課〕 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

リスク
対応策の
適切性

ﾏﾆｭｱﾙの
運用状況

ﾏﾆｭｱﾙの
情報共有

【会計課】

評価項目等
リスクの
網羅性

リスクの
優先順位

付け

リスク
評価更新
の適切性評価した

業務名〔課所室名〕
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NO 課所室 業務名
不備の
種別

重大な
不備

是正指示の内容 是正結果

1 後期高齢医
療課

後期高齢者医
療保険料等負
担金処理業務

整備上
の不備

該当せず 様式４、業務マニュアル関係
▶ 対応策「相互チェックできる
体制の構築」について、業務マ
ニュアルに反映すること。

起案時に、参考として添付する
過去の起案文書について、過
去２か月分を過去３か月分とす
るよう業務マニュアルを改め
た。

2 障がい福祉
課

特別児童扶養
手当等関係業
務

整備上
の不備

該当せず 様式３関係
▶ 「手当の情報が他人のマイ
ナンバー情報に紐付けられる
可能性がある」ことの影響度を
「中」としているが、マイナン
バーの紐付け誤りによる他者か
らの個人情報の閲覧が申請者
等に与える影響を考慮し、再検
討すること。

様式３「手当の情報が他人のマ
イナンバー情報に紐付けられる
可能性がある」ことの影響度を
「大」に修正した。
また、様式４および様式５、業
務マニュアルについては、影響
度を「大」に変更しても、現行の
内容で対応できることを確認し
た。

3 子ども総務
課

福祉医療月次
更新処理業務

整備上
の不備

該当せず 様式４、業務マニュアル関係
▶ 受給者証（出力後）や封入
物（発送時）などの確認作業に
ついて、複数職員によるチェッ
クの実施など、リスクの回避に
直結した具体性、実効性の高
い対応策を業務マニュアルに
組み込むこと。

受給者証や封入物などの確認
作業について、複数の職員で
実施することを業務マニュアル
に組み込んだ。

4 農地森林整
備課

工事発注業務 整備上
の不備

該当せず 様式４、業務マニュアル関係
▶ 対応策「複数担当者による
チェックを徹底する」および「工
程表どおり工事の進捗状況を、
週報で定期的に確認するととも
に、相違している場合は変更工
程表を提出させ、工期どおり完
成できるか複数でチェックする」
について、担当者は誰に（副担
当者や担当リーダーなど）確認
を依頼するかの記載がないた
め、リスクの回避に直結した具
体性、実効性の高いマニュア
ルになるよう業務マニュアルに
組み込むこと。

「複数でチェックする」の複数に
ついて具体的に、「工事監督
員、主任監督員、担当リーダー
および所属長の複数でチェック
する」と追記した。

5 道路維持課 道路除排雪業
務委託業務

整備上
の不備

該当せず 様式３、４、５、業務マニュアル
関係
▶ 様式４の対応策「業務委託
の登録申請処理に係る職員２
名によるチェック体制」につい
て、業務マニュアルへ反映する
こと。また、様式５の業務フロー
において業務委託契約前に登
録リストへの掲載漏れのリスクが
挙げられており、当該リスクの
発生要因等（様式３、４）を整理
し、対応策をマニュアルへ反映
すること。

・様式３に登録リストへの掲載
漏れを追加した。
・様式４に複数人での作業、確
認を追加した。
・対応策として、登録申請処理
と登録リストへの掲載にあたり
複数人で確認することを業務マ
ニュアルに組み込んだ。

令和５年度　課所室所管業務のリスク管理に係る是正措置一覧表
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NO 課所室 業務名
不備の
種別

重大な
不備

是正指示の内容 是正結果

6 消防本部警
防課

工事の設計変
更に伴う契約
額の変更業務

整備上
の不備

該当せず 様式３、４、５、業務マニュアル
関係
▶ 様式５の業務フローにおい
て想定した職員の理解力不足
以外のリスクが複数挙げられて
おり、当該リスクの発生要因等
（様式３、４）を整理し、対応策
をマニュアルへ反映すること。
（現在提出されているチェック
シートは、本来マニュアルの一
部となるべきものであり、様式５
のフローに対応したマニュアル
の作成が必要）

様式５の業務フローのリスクを
見直し、様式３、様式４と突き合
わせた。また、業務フローに合
わせた業務マニュアルを作成
し、チェックシートをより使いや
すいものとした。
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別紙４（参考）  

 

 

業務レベルの内部統制に係る評価結果（委員会および上下水道局） 
 

１ 課所室共通リスク 

「課所室共通リスク」について、そのリスクを回避・軽減する取組の状況を

確認し、不備がないかを評価した。 

 

(1) 不備の状況 

２９課所室が実施したリスクを回避・軽減する取組６６３件のうち、２３

件の不備が確認されたが、全て是正措置を講じ、適正な状況を回復している。 

なお、主な不備および是正の概要は次のとおりである。 

リスクの内容 不備および是正の概要 

業務の工程管理の不備 これまでに発生事例がないため、確認等のマニュアル

を整備していなかった業務に関する不備があったこと

から、作業フローにリスクを想定し、新たに作成した

マニュアルに反映するなどの是正を行った。 

使用料、手数料等の未徴

収や滞納の発生 

使用料、手数料等の未徴収を適正に管理するため、内

部管理部門が作成した手引きに基づく業務マニュアル

を作成し、納付の確認及び督促・催告の方法を明記す

るよう是正した。 

支払い誤り 委託料の分割支払いにおいて、受注者の請求書提出の

失念および課内の確認不足により、一期分の支払い漏

れがあったことから、支払いに係る手続きの過程を課

内共通で確認できるチェックリストを作成し、管理体

制の是正を行った。 

委託業務等の不適切な

履行 

業務委託仕様書に定める手続きの漏れや、必要書類の

提出漏れのため、委託業務等の不適正な履行につなが

りかねないケースがあったことから、担当者のほかに

副担当者を配置し、チェックリストにより管理するな

どの是正を行った。 

 

(2) 重大な不備 

２３件の不備については、いずれも「大きな経済的・社会的な不利益を

生じさせる蓋然性が高いもの」「不適切な事項が実際に発生したことによ

り、結果的に大きな経済的・社会的不利益を生じさせたもの」に該当する

ものではないことから、重大な不備には該当しないものと判断した。 
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別紙４（参考）  

 

（内訳）課所室共通リスクに係る取組状況 

 

整備上 運用上 整備上 運用上

1
業務の工程管理の不

備

リスクを評価して優先度の高いものから業務マニュアル等を整備

し、業務マニュアル等に基づき業務を行っているか。
29 5 2 3 0 0

2 情報共有の不備
定期的に打合せを実施し、日頃から声を掛け合うなど、気軽に相

談できる風通しのよい職場づくりに努めているか。
29 0 0 0 0 0

3 情報の隠ぺい
長の判断を仰ぐべき業務上の問題に関して、適宜、担当者から

上司に情報を伝えているか。
29 0 0 0 0 0

4 職場間トラブル
部局横断的な要望・相談等に対し、関係課所室が協議し、業務

を押しつけあうことなく適時・適切に対応しているか。
29 0 0 0 0 0

5
郵送時の手続誤り（封

入・送付先誤り）

納税通知等を大量発送する際は、適切なチェック体制を整備し、

作業記録を作成しているか。
14 0 0 0 0 0

6 システムダウン
委託業者と連携してシステムを円滑に運用しているか。また、シス

テムダウン時の対応策を備えているか。
18 0 0 0 0 0

7
コンピュータウィルス

感染

情報セキュリティポリシーに基づき、情報通信機器を管理してい

るか。
29 0 0 0 0 0

8 システム改修の誤り
委託業者と連携し、適切なチェック体制を整備しているか。また、

十分な運用テストを行っているか。
18 0 0 0 0 0

9
個人情報の漏えい・紛

失（データ管理）

システムのアクセス権を適切に設定し、ＩＤ・パスワードを厳重に管

理しているか。
28 0 0 0 0 0

10
機密情報の漏えい・紛

失（契約）

予定価格等入札情報の漏洩を防ぐため、権限を有する者が予定

価格調書を作成し、適切に保管しているか。
26 0 0 0 0 0

11
不正な予算執行（旅

費）

証拠書類（会議開催通知等）に基づき旅行を命じ、復命書等でそ

の内容を確認しているか。
16 0 0 0 0 0

12 架空納品
金額に応じて権限を有する者が立ち会い、納品を確認している

か。
29 0 0 0 0 0

13
意図的な予算・決算

データの改ざん

財務規則等に基づく予算編成手続を経ているか。また、予算・決

算データを作成する際は、適切なチェック体制を整備している

か。

29 0 0 0 0 0

14
予算・決算に係る議会

報告書類の誤り

予算案や決算認定案およびその他関係資料を作成する際は、

適切なチェック体制を整備し、チェックリストに基づき、データを作

成しているか。

29 0 0 0 0 0

15
使用料、手数料等の

過大・過小徴収

使用料等を計算する際には、システム確認も含め、適切なチェッ

ク体制を整備しているか。
19 0 0 0 0 0

16
使用料、手数料等の

未徴収や滞納の発生

関係法令や債権管理の手引等を確認し、債権管理簿の整備や

催告の実施等必要な手続を適時に行っているか。
19 3 1 2 0 0

17 勤務時間の過大報告
課所室長等は適切に時間外勤務を命じ、その実績を確認してい

るか。
29 0 0 0 0 0

18
資格のない申請者等

への補助金支出

業務マニュアルや適切なチェック体制を整備しているか。また、

補助事業終了後、報告書等で実績を確認しているか。
7 0 0 0 0 0

19 支払い誤り

請求内容や支払先を複数で確認する等、適切なチェック体制を

整備しているか。また、支払い漏れが生じないようスケジュール管

理しているか。

29 5 4 1 0 0

20 不適正な業務発注

適切なチェック体制を整備し、仕様書、設計書、入札のお知らせ

等の関係書類を確認しているか。また、理由なく発注を分割して

いないか。

29 1 1 0 0 0

21 業者選定方法の誤り

設計額に応じて業者選定審議部会に付議しているか。また、随

意契約は財務規則等に基づき適正に行うとともに、担当者を定期

的に変更しているか。

29 0 0 0 0 0

22
委託業務等の不適切

な履行

仕様書、成果品、業務完了報告書等で履行を確認しているか。

また、工事等は権限を有する者が立ち会い、完成検査等を実施

しているか。

29 4 4 0 0 0

23
不適正な価格での契

約
関係規則等の遵守等を通じて、適正な価格で契約しているか。 29 0 0 0 0 0

24 現金の盗難・紛失
現金を収納した場合、当日中に指定金融機関等に払い込んでい

るか。また、出納員は、現金出納簿等を整理しているか。
13 1 1 0 0 0

25

切手、公用回数券、タ

クシー乗車券等の盗

難・紛失

取扱者と決裁者を別人とし、適切な確認体制としているか。また、

受払簿の記載と保有実数は常に一致しているか。
23 1 1 0 0 0

26 不十分な備品管理

備品を購入したり廃棄する際には、備品台帳の整備を適正に

行っているか。また、毎年度、備品の使用状況を確実に把握し、

必要に応じて返納処理等を行っているか。

28 2 2 0 0 0

27
財産台帳の不適正な

管理

財産に異動があった際には、速やかに台帳を整理し、異動報告

書を提出しているか。また、行政財産使用料の算定に当たり、固

定資産評価額に基づき、土地の台帳価格を見直しているか。

14 0 0 0 0 0

28
行政財産使用許可手

続の不備

関係条例等に基づき、許可手続、使用料の計算を適正に行って

いるか。また、適切なチェック体制を整備しているか。
14 1 0 1 0 0

合　　　計 663 23 16 7 0 0

NO リスクの内容
不備の

件数

不備の内訳 内、重大な不備
 リスク回避・軽減のための取組

評価

件数
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別紙４（参考）  

 

 

２ 課所室所管業務に係るリスクの管理 

「課所室所管業務に係るリスク」について、所管業務に係るリスクを評価

し、対応策の検討、マニュアル等の整備・更新を通じて、そのリスクを回

避・軽減する取組の状況を総務部が確認し、不備がないかを評価した。 
  なお、令和５年度は次の優先順位に従って所管業務を選定した。 

① 事務処理ミスが発生する可能性が高い業務又は事務処理ミスによる影響が大

きい業務として、優先的に点検を行うこととした業務 

・データ入力事務や発送事務を含む申請処理等に関する業務 

 ・システム停止又はシステム改修誤りによって、市民サービス等に大きな

影響が発生する業務 

② 「財務に関する事務のリスク一覧」に掲載されたリスクを含む業務 

③ 過去数年間において事務処理ミスが発生した業務 

④ マニュアルを策定・修正してから相当の期間が経過している業務 

⑤ 新たにマニュアルの策定が必要な業務 

 
(1) 不備の状況 

   委員会および上下水道局において点検・評価した１２業務、評価件数７２

件について、次のとおり評価した結果、３業務で３件の不備が確認された

が、全て是正措置を講じ、適正な状況を回復している。 

 

 〔評価項目および評価結果〕  

 

 

 

整備上 運用上 整備上 運用上

1
リスクの網羅
性

業務に潜むリスクを漏れなく洗い出して
いるか。

12 0 0 0 0 0

2
リスクの優先
順位付け

リスクの発生頻度、行政運営への影響
度を適切に識別し、対応すべきリスクを
適切に選択しているか。

12 1 1 0 0 0

3
リスク評価更
新の適切性

リスクの見直しを適時適切に行っている
か。

12 0 0 0 0 0

4
リスク対応策
の適切性

リスクの発生防止に直結した具体性・実
効性の高い対応策を講じているか。

12 1 1 0 0 0

5
マニュアルの
運用状況

リスク対応策を組み込んだ業務マニュア
ルを整備し、継続的に運用しているか。

12 1 1 0 0 0

6
マニュアルの
情報共有

業務マニュアルの保存場所を所属職員
に周知し、情報共有しているか。

12 0 0 0 0 0

合　計 72 3 3 0 0 0

評価項目
評価
件数

不備の
件数

不備の内訳 内、重大な不備
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別紙４（参考）  

 

〔不備に係る主な是正内容〕 

評価項目 主な是正内容 

リスクの優先順位

付け 

業務に係るリスクを想定する際、実際に事務処理ミス

が発生した場合の行政運営に及ぼす影響度を過小評価

した結果、リスク管理の優先順位が低くなっているも

のについて、影響度を再検討するとともに、業務マニ

ュアルにその結果を反映する必要がないか確認するよ

う指示した。 

マニュアルの運用

状況 

業務に係るリスクを想定し、リスク対応策を検討した

が、その対応策を業務マニュアルに組み込んでいない

場合について、「いつ」「誰が」「何を」「どのよう

に」実施するのか、具体的に記載するよう指示した。 

 

(2) 重大な不備 

３件の不備については、いずれも「大きな経済的・社会的な不利益を生

じさせる蓋然性が高いもの」「不適切な事項が実際に発生したことによ

り、結果的に大きな経済的・社会的不利益を生じさせたもの」に該当する

ものではないことから、重大な不備には該当しないものと判断した。 
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（参考）

1

1

1

1
農地台帳システム議案書作成業務
〔農業委員会事務局〕

Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ

統一選投票事務〔選挙管理委員会
事務局〕

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

【農業委員会事務局】

評価項目等
リスクの
網羅性

リスクの
優先順位

付け

リスク
評価更新
の適切性

リスク
対応策の
適切性

ﾏﾆｭｱﾙの
運用状況

ﾏﾆｭｱﾙの
情報共有

評価した
業務名〔課所室名〕

定期監査業務(予備監査結果通知)
〔監査委員事務局〕

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

【選挙管理委員会事務局】

評価項目等
リスクの
網羅性

リスクの
優先順位

付け

リスク
評価更新
の適切性

リスク
対応策の
適切性

ﾏﾆｭｱﾙの
運用状況

ﾏﾆｭｱﾙの
情報共有

評価した
業務名〔課所室名〕

【監査委員事務局】

評価項目等
リスクの
網羅性

リスクの
優先順位

付け

リスク
評価更新
の適切性

リスク
対応策の
適切性

ﾏﾆｭｱﾙの
運用状況

ﾏﾆｭｱﾙの
情報共有

評価した
業務名〔課所室名〕

改選作業業務〔議会総務課〕 Ａ Ｂ Ａ Ａ

リスク
対応策の
適切性

ﾏﾆｭｱﾙの
運用状況

ﾏﾆｭｱﾙの
情報共有

Ａ Ａ

（委員会および上下水道局）

［凡例］ Ａ：十分に対応している（不備なし）  Ｂ：改善を要する（不備あり）

【議会事務局】

評価項目等
リスクの
網羅性

リスクの
優先順位

付け

リスク
評価更新
の適切性評価した

業務名〔課所室名〕

課所室所管業務に係るリスク管理の評価一覧
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1

2

3

4

5

1

2

3
委託設計業務〔仁井田浄水場建設
室〕

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

設計積算業務〔水道建設課〕 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

評価した
業務名〔課所室名〕

業務実績総括表の作成〔上下水道
局総務課〕

Ａ

Ａ

【上下水道局】

評価項目等
リスクの
網羅性

リスクの
優先順位

付け

リスク
評価更新
の適切性

リスク
対応策の
適切性

ﾏﾆｭｱﾙの
運用状況

ﾏﾆｭｱﾙの
情報共有

就学支援金業務〔美大附属高等学
院〕

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ

Ａ

契約事務〔学校適正配置推進室〕 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

庶務全般業務(７報償費・旅費の支
払)〔教育研究所〕

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ

市立高校、美大附属高等学院の講
師(臨時)の給与格付け、任用業務
〔学校教育課〕

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

外国語指導助手(ＡＬＴ)関係業務
〔学校教育課〕

Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ

ﾏﾆｭｱﾙの
運用状況

ﾏﾆｭｱﾙの
情報共有

評価した
業務名〔課所室名〕

［凡例］ Ａ：十分に対応している（不備なし）  Ｂ：改善を要する（不備あり）

【教育委員会】

評価項目等
リスクの
網羅性

リスクの
優先順位

付け

リスク
評価更新
の適切性

リスク
対応策の
適切性
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NO 課所室 業務名
不備の
種別

重大な
不備

是正指示の内容 是正結果

1 議会総務課 改選作業業務 整備上
の不備

該当せず 様式３関係
▶ 「誤った額を支給する」ことの
影響度を「中」としているが、過
大支給による返還請求等の影
響を考慮し、再検討すること。
また、影響度を変更する場合
には、様式４および様式５、業
務マニュアルについても変更
する必要がないか確認するこ
と。

影響度を「中」としていたが、過
大支給につながることから「大」
へ修正した。確実にマニュアル
を確認するため、様式４の修
正、改選作業一覧にその旨記
載した。

2 農業委員会
事務局

農地台帳シス
テム議案書作
成業務

整備上
の不備

該当せず 様式４、業務マニュアル関係
▶ 対応策「イレギュラーな要素
について、入力担当者同士の
情報共有を徹底する。」につい
て、いつ、誰が、どのように実施
するのかなど、リスクの回避に
直結した具体性、実効性の高
いマニュアルになるよう業務マ
ニュアルに組み込むこと。

毎年１回行う固定突合の際に、
システム担当職員が、固定突
合後の留意事項についてノー
ツメール等で局内周知を図るこ
とを、様式４の対応策および業
務マニュアルに組み込んだ。

3 学校教育課 外国語指導助
手(ＡＬＴ)関係
業務

整備上
の不備

該当せず 様式４、業務マニュアル関係
▶ リスクの発生要因が繁忙によ
る失念であるとすれば、ALTが
退職・帰国する際のチェックリス
トに配置計画の変更欄を設け
るなど、リスクの回避に直結した
具体性、実効性の高い対応策
を業務マニュアルに組み込む
こと。

配置計画の変更を含む退職、
帰国等に係る諸手続きをチェッ
クリストで確認の上、作業に漏
れが生じないようにすることと
し、様式４およびマニュアルを
修正した。

令和５年度　課所室所管業務のリスク管理に係る是正措置一覧表
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